障　福　第２００４号
平成２３年３月２５日

各障害福祉関係施設の長　　　　殿
　各市町村障害保健福祉主管課長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  茨城県保健福祉部障害福祉課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　（　公　印　省　略　）　

　　　　　　東北地方太平洋沖地震による施設の被害状況について（照会）
　先日の震災において被害を受けた皆様には心からお見舞い申し上げます。

　さて，社会福祉施設等の建物損壊等につきましては，「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」を活用するには，災害発生日から，３０日以内に県から国へ協議を行うこととされています。

　つきましては，被害状況を早急に把握したいので，下記関係書類をご提出頂きますようお願いいたします。なお，補助金につきましては，国及び県の予算の範囲で交付されるものであるため，必ずしも補助を受けられない場合がありますので，予めご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　補助対象となる被害（以下の全てに該当する被害）
（1） 平成２３年３月１１日発生の東北地方太平洋沖地震に伴う被害であること。
（2） 平成２３年３月７日付発出「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」第２の２に該当する施設であること。

（3） 補助対象額が８０万円以上であること。
２　提出書類
　（１）様　　式　　様式第２号「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書」
　（２）提出期限　　平成２３年４月４日（月）

　（３）提出方法　　メールまたはＦＡＸ

　（４）送 付 先　　
　　　①社会福祉法人等（各市町村社会福祉協議会は除く）

茨城県障害福祉課　自立支援Ｇ【ＦＡＸ】０２９－３０１－３３７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【メール】shofuku-kikaku@pref.ibaraki.lg.ip
　　　②市町村（市町村社会福祉協議会を含む）

　　　　茨城県障害福祉課　企画Ｇ　　【ＦＡＸ】０２９－３０１－３３７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【メール】shofuku-kikaku@pref.ibaraki.lg.jp

３　その他

（1） 様式，国庫補助金交付要綱，同取扱要領については，茨城県障害福祉課ホームページhttp://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shofuku/shofuku.htmに掲載しております。

（2） 応急仮工事を行う場合には，写真等により被災状況を的確に記録いただくよう留意願います。
（3） 該当被害がない場合でも，その旨回答願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　＜連絡・問い合わせ先＞

　　　　　　　　　　　　　　【社会福祉法人等（各市町村社会福祉協議会は除く）】

障害福祉課　自立支援Ｇ（電話029-301-3363）

　　　　　　　　　　　　　　【市町村（市町村社会福祉協議会を含む）】

障害福祉課　企画G（電話029-301-3357）
